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公益財団法人秦野市スポーツ協会は、平成２８年４月１日に、秦野市体育協会（昭

和３０年設立）と公益財団法人秦野市スポーツ振興財団（平成８年設立）の組織を一

元化し発足した、秦野市における公益性の高いスポーツ推進事業を展開しているスポ

ーツ推進団体です。  



公益財団法人秦野市スポーツ協会寄附金・賛助会員の募集について 

 

当協会では、秦野市のスポーツ振興のため、当協会の事業へご支援していただける

方（企業・団体・個人）からの寄附金・賛助会員を随時募集しています。 

当協会の事業活動にご賛同いただき、ご寄附又は賛助会員ご入会についてご協力を

お願い申し上げます。 

 

１．寄附金・賛助会費について 

 個   人   一口  ５，０００円以上 

    企業・団体   一口 １０，０００円以上 
 

２．賛助会員の会員期間について 

  ご入金の確認できた月より同年度３月３１日までとなります。 
 

３．ご寄附・ご入会手続きについて 

   ご寄附いただける方は、別紙「寄附申込書」に、賛助会員としてご入会いただ

ける方は、別紙「賛助会員入会申込書」に、必要事項をご記入の上、当協会事務

局までお申し出ください。 
 

４．寄附金、賛助会費の納入方法 

   郵便振替、銀行振込、現金のいずれかでお願いいたします。 
 

（1）【郵便振替】 

   口座記号・番号：００２００－８－１０３４８１ 

加入者名：公益財団法人秦野市スポーツ協会 

   手 数 料： 

 

 

（2）【銀行振込】  

銀 行 名：中栄信用金庫 本店 普通 ０４００３５２ 

   名 義 人：ザイ）ハダノシスポーツキョウカイ 

   手 数 料：振込される金融機関の振込手数料の規定により、寄附者・賛助 

会員様の負担となります 
 

（3）【現  金】  

   秦野市スポーツ協会事務局へ直接お持ちください 
 

５．特典について 

■税制上の優遇措置 ■スポーツ功労者顕彰の対象 ■協会ピンバッチの提供 

  ■協会情報紙『スポーツライフはだの』の送付 

  ■協会情報紙、ホームページに企業名、団体名、個人名の掲載（希望制） 

   （企業、団体のホームページがある場合、リンクさせていただきます）など 

 払込手数料 

指定の払込取扱票 スポーツ協会負担 

郵便局備付け用紙 寄附者・賛助会員様負担 



公益財団法人秦野市スポーツ協会 

寄附金・賛助会費の税制優遇制度について 

 

公益財団法人への寄附金は、法人の場合、一般寄附金に対する損金算入限度額に加

えて、別枠で損金算入限度額が設けられており、個人の場合には、所得税、個人住民

税に対して所得控除が受けられる等、税制上のメリット（寄附金控除）を受けること

ができます。 

また賛助会費（対価性のない会費）についても、損金算入の対象となる一般寄附金

として取り扱うことが可能です。 

 

①公益法人に寄附をした個人に対する税制優遇 

 

 ★所得税 

 

 

 

 

[根拠条文：所得税法第 78 条、租税特別措置法第 41 条の 18 の 3] 

 

 ★個人住民税 

   個人住民税については、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金

（公益法人に対する寄附金）は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます。 

（税額控除） 

   ア 都道府県が条例指定の場合 

       （寄附金額－２，０００円）×４％ 

 

   イ 市区町村が条例指定の場合 

       （寄附金額－２，０００円）×６％ 

     ⇒重複指定であれば、（寄附金額－２，０００円）×１０％ 

[根拠条文：地方税法第 37 条の２] 

 

 

 ★相続税 

   相続税については、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税になり

ます。 

[根拠条文：租税特別措置法第 70条] 

 

公益法人への寄附 （所得金額－（寄附額－２，０００円））× 所得税率 ＝ 税額 



一般寄附金の損金算入限度額（Ａの限度額を超えた分を含む） 

Ｂ：（所得金額の２．５％＋資本金等の額の０．２５％）×１／４ 

②公益法人に寄附をした法人に対する税制優遇 

 

 ★法人税 

  法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金

額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。 

  このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額（B）

とは別に、別枠の損金算入限度額（A）が設けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［根拠条文：法人税法第 37 条］ 

 

※税制優遇措置のメリットを受けるためには、個人の方は確定申告が必要となりま 

す。法人の方は会計担当者の方にご相談ください。 

 

 

 

公益財団法人秦野市スポーツ協会 
〒257－0015 秦野市平沢１０１－１ メタックス体育館はだの内 

電   話 ０４６３－８４－３３７６  ＦＡＸ ０４６３－８４－３３７３ 

E-mail info@hadano-sports.com 

オフィシャルホームページ   https://www.hadano-sports.com  

 

公益法人への寄附金の特別損金算入限度額 

Ａ：（所得金額の６．２５％＋資本金等の額の０．３７５％）×１／２ 


